
令和５年度防火管理講習開催要項 

 

１ 実施機関    鳥取県西部広域行政管理組合消防局 

 

２ 講習の種別   甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習（資格取得講習） 

 

３ 日程及び会場 

⑴ 日程 甲種防火管理新規講習   

実施回 講  習  日 受 付 期 間 

第１回 ５月１０日(水)・１１日(木) ４月１８日(火) ～ ４月２６日(水） 

第２回 ９月１２日(火)・１３日(水) ８月２３日(水)～ ８月３１日(木) 

第３回 １１月１６日(木)・１７日(金) １０月２６日(木)～１１月 ２日(木) 

第４回 ３月１４日(木)・１５日(金) ２月２０日(火)～  ２月２８日(水) 

      乙種防火管理講習（第３回甲種防火管理新規講習１日目に併行開催） 

実施回 講  習  日 受 付 期 間 

第１回      ３月１４日(木) ２月２０日(火)～  ２月２８日(水) 

 

⑵ 会場 

米子市両三柳５４５２番地 

鳥取県西部広域行政管理組合消防局  ４階 ４０１会議室  

    

４ 申込みについて 

⑴ 受講申込書に必要事項を記入し、講習の申込み期間中に郵送又はメール、ＦＡＸで申

込みください。申込みと併せてテキスト代金を払い込んでください。 

  なお、メール又はＦＡＸで申込まれた場合は、必ず着信確認をお願いします。 

⑵ 定員 

  甲種防火管理新規講習  ８０名程度（第３回のみ７０名程度） 

  乙種防火管理講習    １０名程度     

※ 定員は変更する場合があります。 

  申込み期間中であっても、定員に達した場合は申込みを締め切ります。 

 

 ⑶ 受講票は、申込み期間終了後受講申込書に記載されている受講者現住所に郵送します

ので、講習当日必ずご持参ください。尚、都合により勤務先に郵送を希望される場合は、

申込書の欄外にその旨を記載して下さい。 

⑷ 受講申込状況や、講習会前日までに受講票が到着しない場合は予防課予防担当までお

問い合わせください。 

 

５ 申込書の提出先  

〒６８３－０８５３ 

 米子市両三柳５４５２番地  鳥取県西部広域行政管理組合消防局 予防課  



 E-mail: yobouka@tottori-seibukoiki.jp  FAX: 0859-35-1961 

 

６ テキスト代金（米子地区防火安全協会斡旋）  ５，０００円 （消費税込み） 

⑴ テキスト代金を、ネットバンキング、ＡＴＭ又は郵便局払込用紙で下記口座に払い込

みください。 

⑵ 払い込み状況は、ゆうちょダイレクトで随時確認致します。 

 

◆郵便局からお振込の場合 

【振  込  先】米子地区防火安全協会（ ﾖﾅｺﾞﾁｸﾎﾞｳｶｱﾝｾﾞﾝｷｮｳｶｲ ） 

【口座記号番号】０１３７０－４－９９８９７ 

 

◆他の金融機関からお振込の場合 

【振 込 先】米子地区防火安全協会（ ﾖﾅｺﾞﾁｸﾎﾞｳｶｱﾝｾﾞﾝｷｮｳｶｲ ） 

【銀 行 名】ゆうちょ銀行  【店  名】一三九（読み イチサンキュウ） 

【預金種目】当座預金    【口座番号】００９９８９７ 

ご注意 ・払い込み手数料は、受講者でのご負担をお願いします。 

・払い込み後に受講をキャンセルされる場合は、米子地区防火安全協会まで連絡を

お願いします。（電話 ０８５９－３５－１９７０） 

 

７ 留意事項 

⑴  甲種防火管理新規講習は２日間の講習科目全ての受講者のみに修了証を交付します。 

（受講免除の講習科目は除く。） 

 乙種防火管理講習は１日間（１日目）の講習科目全ての受講者のみに修了証を交付し

ます。 

⑵ 遅刻した場合は受講できません。また、早退した場合は講習修了とは認められません。 

 

８ 講習科目の受講免除について 

 ⑴ 受講免除となる既修者と講習科目について 

「消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を習得する

ことができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者」又は、「自衛消防組織

の業務に関する講習の課程を修了している者」に該当する方は、「防火管理の意義及び

制度」の講習事項を免除することができます。 

 ⑵ 受講免除の手続き 

    ア 受講免除を受けたい方は、受講申込書に○印をして申し込んでください。 

    イ 講習事項の免除を希望される方は、申込みの際に上記の免状等の写しを添付してく

ださい。 

⑶ 受講免除を受ける方の受付など 

   受講免除を受ける方は、１１時１０分開始の「火気管理と出火防止」から受講してく

ださい。なお、受付時間は１０時５０分から１１時００分の間とします。 

 

９ その他  

⑴  講習会当日は、受講票・筆記用具を持参してください。 

⑵ 問い合せ先：消防局予防課予防担当（電話 ０８５９－３５－１９５４）   

mailto:yobouka@tottori-seibukoiki.jp


甲種防火管理新規講習 日程表 

１日目 

科 目 時   間 

受 付 ８：４０ ～  ９：００ 

オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ９：００ ～  ９：１０ 

防火管理の意義と制度の概要 ９：１０ ～  １１：００ 

火 気 管 理 と 出 火 防 止 対 策 １１：１０  ～ １２：００ 

（ 休 憩 ） １２：００ ～ １３：００ 

火 気 管 理 と 出 火 防 止 対 策 １３：００ ～ １３：５０ 

施 設 ・ 設 備 の 維 持 管 理 １４：００ ～ １５：００ 

防火管理係る訓練及び教育 

防火管理に係る消防計画 
１５：１０ ～ １７：００ 

 

 

２日目 

科 目 時   間 

受 付 ８：４０ ～  ９：００ 

危険物等の安全管理・地震対策 ９：００ ～  ９：５０ 

自 衛 消 防 （ 講 義 ） １０：００ ～ １０：５０ 

自 衛 消 防 （ 実 技 ） １１：００ ～ １２：００ 

閉 講 式 ・ 修 了 証 交 付 １２：００ ～ １２：１５ 

※２日目は実技がありますので、運動ができる服装でお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


